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１．地方公会計：統一的な基準について 

（１）統一的な基準までの経過 

平成 26年 4月 30日に公表された「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」に

おいて地方公会計の統一的な基準が示されました。 

これまでの動きを整理すると以下のようになります。平成 11 年度より旧総務省方式でス

タートしたこの制度は、平成 18 年に各自治体に通知というかたちで大きな転換点を迎えま

した。ここでは、基準モデルと総務省方式改訂モデル（以下改訂モデル）の 2つのモデルが

提示され、各自治体はどちらかのモデルを選択し、財務書類を公表することになりました。 

長万部町においては、平成 21年度より基準モデルを採用し、作成・公表となっています。 

平成 25 年 8 月には両モデルの統一を図ることが「今後の新地方公会計推進に関する研究

会中間まとめ」にて決定となり、平成 26 年 4 月には「今後の新地方公会計の推進に関する

研究会報告書」、おって 9 月には「財務書類作成要領」及び「資産評価及び固定資産台帳の

手引き」によりモデルの統一となりました。 

 

【（旧）総務省モデル】 

平成 12年 3月 「普通会計バランスシート」の作成方法公表 

平成 13 年 3 月 「各地方公共団体全体のバランスシート」「行政コスト計算書」の作成方法

公表 

平成 17年 9月 「地方公共団体の連結バランスシート」の試行について 

【新地方公会計制度（２つのモデル）】 

平成 18年 5月 「新地方公会計制度研究会報告書」 

平成 19年 10月 「新地方公会計制度実務研究会報告書」 

【新地方公会計モデル】 

平成 21年 1月 「新地方公会計モデルにおける資産評価実務手引き」 

平成 22年 3月 「地方公共団体における財務書類の活用及び公表について」 

平成 23年 12月 「新地方公会計モデルにおける連結財務書類作成実務手引き」 

【統一的な基準】 

平成 25年 8月 「今後の新地方公会計推進に関する研究会中間まとめ」 

平成 26年 4月 「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」 

平成 26年 9月 「財務書類作成要領」 

            「資産評価及び固定資産台帳の手引き」 

平成 27年 1月 統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大臣通知） 

統一的な基準による地方公会計マニュアル 
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平成 27年 1月 23日に正式に総務大臣通知により「統一的な基準による地方公会計の整備

促進について」がリリースされ本格的に開始となりました。また、併せてリリースされた地

方公会計マニュアルは先に出されていた「財務書類作成要領」及び資産評価及び固定資産台

帳の手引き」のほかに「連結財務書類作成の手引き」と「財務書類等活用の手引き」が新た

に追加となりました。 

原則として平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間で全ての地方公共団体において統

一的な基準による財務書類等を作成するよう要請となりました。 

今後の地方公会計に係るスケジュールは以下の通りとされています。 

 

■今後の地方公会計の整備促進についてのスケジュール（出典：総務省） 
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（２）財務書類の内容 

①財務書類の範囲 

まず、統一的な基準においてはこれまで財務諸表や財務書類といった用語が混在していま

したが、財務書類に統一となりました。 

財務書類の作成の範囲は以下の通りとなります。 

 

財務書類名称 対象会計範囲 

一般会計等財務書類 
一般会計 

財政健全化法において対象としている範囲 

全体財務書類 
一般会計等財務書類 

特別会計（一般会計等に含まない会計） 

連結財務書類 

全体財務書類 

一部事務組合 

広域連合 

地方公社 

第三セクター 

 

ここで重要なのは、連結財務書類です。これまではあいまいな取り扱いであった一部事務

組合及び広域連合についても財務書類の作成が必須になりました。 

当該団体が主体となって財務書類を作成することが求められます。なお、当該団体の財務

書類は一般会計と同様に、固定資産台帳を整備し、複式簿記による作成となります。 
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■長万部町における財務書類の範囲 

財務書類名称 対象会計範囲 

一般会計等財務書類 一般会計 

全体財務書類 一般会計等財務書類 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

公共下水道事業特別会計 

水道事業会計 

ガス事業会計 

病院事業会計 

※連結対象となる一部組合や広域連合の統一的な基準への対応が未了につき、 

 今年度の報告書では一般会計等及び全体財務書類の報告となります。 
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②財務書類の種類 

これまで通り、基準モデル及び改訂モデルと同様に４つの財務書類【財務書類の体系（４

表）】と附属明細表で構成されます。 

それぞれのイメージは以下の通りとなります。 

 

■行政コスト計算書と純資産変動計算書を区分する際の体系 

【財務書類の体系（４表）】（出典：総務省「財務書類作成要領」より） 

 

 
４ 表 

様式 

番号 

附属明細 

表の数 

様式 

番号 

精算表 

の数 

様式 

番号 
注記 

一
般
会
計
等 

貸借対照表 第１号 ２４表 第５号１ １表 第６号 

◯ 
行政コスト計算書 第２号 １表 第５号２ １表 第６号 

純資産変動計算書 第３号 ２表 第５号３ １表 第６号 

資金収支計算書 第４号 １表 第５号４ １表 第６号 

全
体 

貸借対照表 第１号 ２４表 第５号１ １表 第６号 

◯ 
行政コスト計算書 第２号 １表 第５号２ １表 第６号 

純資産変動計算書 第３号 ２表 第５号３ １表 第６号 

資金収支計算書 第４号 １表 第５号４ １表 第６号 

連
結 

貸借対照表 第１号 ２４表 第５号１ １表 第６号 

◯ 
行政コスト計算書 第２号 １表 第５号２ １表 第６号 

純資産変動計算書 第３号 ２表 第５号３ １表 第６号 

資金収支計算書 第４号 １表 第５号４ １表 第６号 

 

 

なお、財務書類の相互関係は以下の通りとなります。なお、これまでのものと変更はあり

ません。 

■財務書類４表構成の相互関係 

 

貸借対照表  
行政コスト 

計算書 
 

純資産変動 

計算書 
 

資金収支 

計算書 

資産 負債 

 

経常費用  前年度末残高 

 

業務活動収支 

うち 

現金 

預金 
 

経常収益 純行政コスト 投資活動収支 

臨時損失 財源 財務活動収支 

 

臨時利益 
固定資産等 

の変動 
前年度末残高 

純資産 
純行政コスト 本年度末残高 

本年度末残高 

 

 

＋本年度末歳計外現金

残高 
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① 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本

年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。  

② 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは

純資産変動計算書の期末残高と対応します。  

③ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 

③財務書類上の変更点 

財務書類上の相違点は以下のようなものがあります。 

 

イ) 貸借対照表 

 

 ⅰ）固定資産の事業用資産、インフラ資産の再区分 

 ⅱ）道路底地の評価額はすべて 1円（備忘価額） 

 ⅲ）損失補償引当金の創設により数値設定。数値は将来負担比率より計算 

 ⅳ）純資産は開始時未分析残高の廃止。財源は余剰分と固定資産形成分の２つのみ。 

 

道路底地の評価変更による資産は大幅な減少となります。 

 

ロ) 行政コスト計算書 

 

行政コスト計算書は、複式変換により作成することは変更ありません。科目名に軽微な変

更があります。その他の変更点は、以下の通りです。 

 ⅰ）減価償却費の算定がすべての資産対象。これまでは事業用資産のみ。 

 ⅱ）経常収益は使用料・手数料及びその他のみに分類。具体的には使用料・手数料は款

使用料及び手数料のみ対象 

 

ハ) 純資産変動計算書 

 

基準モデルより簡素化しています。複雑な区分はなくなっています。 

注意点としては以下のみです。 

 

 ⅰ）交付税が税収対象になる。 

 

ニ) 資金収支計算書 

 

基準モデルと比較すると複雑化します。これまでは単純な複式変換となっていましたが、

各区分「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」の明確な科目が設定となります。

特に収入は固定資産形成に対する財源の明確化がされています。 
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２．財務書類の内容 

（１）貸借対照表                   

①資産 

学校、公園、道路など将来の世代に引継ぐ社会資本や、投資、基金など将来現金化する

ことが可能な財産 

②負債 

地方債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの 

③純資産 

過去の世代や国・道が負担した将来返済しなくてよい財産 

（単位：千円） 

科目 一般会計 全体会計 科目 一般会計 全体会計 

  固定資産 25,974,873 34,352,373   固定負債 4,835,570 6,882,773 

    有形固定資産 25,204,315 33,502,083     地方債等 3,874,514 5,728,621 

      事業用資産 13,084,546 13,601,822     退職手当引当金他 948,935 1,132,905 

      インフラ資産 11,995,370 19,721,687   流動負債 1,151,530 1,787,032 

      物品 124,399 178,574     １年内償還予定地方債等 1,045,300 1,449,860 

    無形固定資産 138,201 139,004     賞与等引当金 53,538 88,613 

    投資その他の資産 632,356 710,165 その他 28,914 248,559 

  流動資産 1,779,348 1,928,781 負債合計 5,987,100 8,669,805 

    現金預金 189,501 251,251 純資産合計 21,767,121 27,610,228 

    未収金他 1,589,847 1,670,135     

資産合計 27,754,221 36,280,033 負債及び純資産合計 27,754,221 36,280,033 

 

 統一的な基準に移行した結果、平成 27年度一般会計では、資産は 278億円となっていま

す。負債は 60億円、純資産は 218億円です。 

 また、全体会計では、資産は 363億円、負債は 87億円、純資産は 276億円です。 

 このうち、負債は将来の世代が負担していくことになるものであり、一方で、純資産は過

去の世代や国、道の負担で既に支払が済んでいるものになります。資産に対する純資産の割

合を純資産比率と呼び、これまで町が形成してきた資産に対する負担のうち、既に支払が済

んでいる部分の割合を示しています。 

 この純資産比率は一般会計では 78.4％、全体会計では 76.1％となっています。 
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（２）行政コスト計算書                 

◆費用 ：行政サービス提供とために費やしたもの 

①人件費 

職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職給付引当金として新たに繰り入

れた額）など 

②物件費等 

備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費（社会資本の経年劣化等

に伴う減少額）など 

③その他業務費用 

支払利息、徴収不能引当金繰入額、市町村債償還の利子など 

⑤移転費用 

他会計への支出額、補助金等、社会保障給付、他団体への資産整備補助金など 

◆収益 ：直接サービス提供により住民等がその対価として支払い、自治体が得られる

もの 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 

  経常費用 4,751,544 7,747,686 

    業務費用 3,252,848 4,536,432 

      人件費 1,141,496 1,659,615 

      物件費等 2,000,791 2,591,935 

      その他の業務費用 110,561 284,883 

    移転費用 1,498,696 3,211,253 

  経常収益 194,584 886,859 

  臨時損失 13,942 668,060 

  臨時利益 0 846 

純行政コスト 4,570,902 7,528,041 

 

統一的な基準に移行した結果、平成 27年度一般会計では、経常費用が 48億円、経常収益

は 2 億円、純行政コスト（費用から収益を差し引いた）は 46 億円となりました。また、全

体会計では、経常費用が 77 億円、経常収益は 9 億円、純行政コスト（費用から収益を差し

引いた）は 75億円となりました。 

 一般会計における経費の内訳を見ると、経常費用のうち、人件費が占める割合は、24.0％、

減価償却を主なものとする物件費等の割合は 42.1％、地方債利息を主なものとするその他

業務費用の割合は、2.3％です。また、各団体への補助金や負担金、扶助費を中心とする移

転費用の割合は 31.5％となっており、物件費が費用の中でも大きな割合を占めています。 
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（３）純資産変動計算書                   

（１）余剰分の計算 

①純行政コスト 

行政コスト計算書の純行政コストと一致。 

②財源 

財源をどのような収入（税収等、国庫補助金）で調達したかを表します。 

 

（２）固定資産形成分 

 財源を将来世代も利用可能な固定資産、貸付金や基金等にどの程度使ったかを表しま

す。 

①固定資産等の変動 

当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した社会資本の経年

劣化等に伴う減少額を表します。基金、貸付金、出資金など長期金融資産の当該年度に

おける増加と減少を表します。 

②資産評価差額 

有価証券等の評価差額を表します。 

③無償所管換等 

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等を表します。 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 

前年度末純資産残高 22,320,096 28,714,767 

  純行政コスト（△） -4,570,902 -7,528,041 

  財源 4,017,920 6,108,264 

  本年度差額 -552,982 -1,419,777 

  固定資産等の変動（内部変動） 0 0 

  資産評価差額 0 315,231 

  無償所管換等 7 7 

  その他 0 0 

  本年度純資産変動額 -552,974 -1,104,539 

本年度末純資産残高 21,767,121 27,610,228 

 

統一的な基準に移行した結果、平成 27 年度一般会計では、本年度純資産変動額がマイナ

ス 5.5億円となっています。また、全体会計ではマイナス 11億円となっています。 

この純資産の減少要因は、税収をはじめとした財源の確保よりも、経常的な行政にかかる

費用（純行政コスト）の額が上回ったことによるものです。 
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（４）資金収支計算書            

①業務活動収支：行政サービスを行なう中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの 

②投資活動収支：学校、公園、道路などの資産形成や投資、基金などの収入、支出など 

③財務活動収支：公債、借入金などの収入、支出など 

（単位：千円） 

科目 一般会計等 全体会計 

  業務支出 3,561,973 5,853,006 

    業務費用支出 2,063,277 2,641,753 

    移転費用支出 1,498,696 3,211,253 

  業務収入 148 89,597 

  臨時支出 13,942 337,162 

  臨時収入 0 846 

業務活動収支 607,985 798,384 

  投資活動支出 771,071 771,782 

  投資活動収入 517,417 517,417 

投資活動収支 -253,653 -358,076 

  財務活動支出 543,184 764,753 

  財務活動収入 262,888 309,870 

財務活動収支 -280,296 -454,883 

本年度資金収支額 74,036 -14,575 

前年度末資金残高 86,551 236,911 

本年度末資金残高 160,587 222,336 

 

統一的な基準に移行した結果、平成 27年度一般会計では、業務活動収支はプラス 6億円、

投資活動収支はマイナス 2.5億円、財務活動収支はマイナス 2.8億円となり、本年度資金収

支額はプラス 0.7億円となります。 

また、全体会計では、業務活動収支はプラス 8 億円、投資活動収支はマイナス 3.6 億円、

財務活動収支はマイナス 4.5 億円となり、本年度資金収支額はマイナス 0.1 億円となりま

す。 

この結果、本年度末資金残高は一般会計等で 1.6億円、全体会計では 2.2億円となりまし

た。 

また、業務活動収支と投資活動収支の合算である基礎的財政収支（プライマリーバランス）

は、一般会計等でプラス 3.5億円、全体会計ではプラス 4.4億円となっています。 

プライマリーバランスがマイナスになっている場合は、一時的なマイナスは政策等によっ

て考えられますが、継続的なマイナスになると、注意が必要です。 


